
苫小牧工業高等専門学校電気保安規程 

 

規則第８号 

制  定 昭和40年10月１日 

一部改正 昭和42年４月１日 

一部改正 昭和61年９月１日 

一部改正 平成９年11月18日 

一部改正 平成11年３月29日 

一部改正 平成21年４月１日 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）における自家用電気工作物（以

下「電気工作物」という）の工事，維持及び運用を確保するため，電気事業法（昭和39

年法律第170号。以下「法」という）第42条の規定に基づき，この規程を定める。 

 

（他の法令との関係） 

第２条 本校の電気工作物の保安に関しては，法及びその他の法令又はこれに基づく特別

の定めのある場合を除くほか，この規程の定めるところによる。 

 

（規程の改正） 

第３条 この規程の改正を行う場合には，電気主任技術者（以下「主任技術者」という。）

の参画のもとに立案し，これを決定するものとする。 

 

第２章 保安業務の運営管理体制 

 

（保安管理組織） 

第４条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事，

維持及び運用に関する保安業務（以下「保安業務」という）を執行するための組織構成

は，次の各号に定めるところによるものとする。 

一 保安業務の総括管理は，校長（以下「管理者」という）があたる。 

二 保安業務を適格に遂行するため主任技術者を置く。 

主任技術者は，資格を有する者のうちから校長が指名する者をもって充てる。 

三 主任技術者を補佐し，保安業務を執行する者（以下「補助者」という）を置き，施

設担当職員を充てる。 

四 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は，保安業務の代

行を行う者（以下「代務者」という）を指名するものとする。 

２ 保安業務に関する指揮命令系統は，別図第１のとおりとする。 

 

（主任技術者及び補助者の義務） 

第５条 主任技術者及び補助者の保安業務は，次の事項について行うものとする。 



一 電気工作物に係る保安教育に関すること。 

二 電気工作物の工事に関すること。 

三 電気工作物の保守に関すること。 

四 電気工作物の運転操作に関すること。 

五 電気工作物の災害対策に関すること。  

六 保安業務の記録に関すること。 

七 保安用器材及び書類の整備に関すること。 

２ 主任技術者及び補助者は，電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安業務を誠実

に行わなければならない。 

 

（保安業務の委託） 

第６条 本校施設のうち主任技術者を配置しない施設の保安業務は，昭和63年通商産業省

告示第191号（電気事業法施行規則第52条第２項の委託契約の相手方の要件等）第１に

定める用件に該当する者又は第２条に定める財団法人北海道電気保安協会に委託する

ものとする。 

 

（設置者の義務） 

第７条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは，主任技

術者の意見を求めるものとする。 

２ 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。 

３ 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係

のある場合には，主任技術者の参画のもとにこれを立案し，決定するものとする。 

４ 所管官庁が法令に基づいて行う検査には，主任技術者を立ち合わせるものとする。 

 

（職員の義務） 

第８条 電気工作物の工事，維持又は運用に従事する者は，主任技術者がその保安のため 

にする指示に従わなければならない。 

２ 職員は，電気工作物の配線設備を無断で増設，改設，移設，模様替してはならない。 

 

第３章 保安教育 

 

（保安教育） 

第９条 主任技術者は電気工作物の保安に係る職員に対し，学校の実態に即した必要な知

識及び技能の教育を行わなければならない。 

 

（保安に対する訓練） 

第10条 電気工作物の保安に係る職員に対し，災害その他電気事故が発生したときの措置

について必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。 

 

第４章 工事計画及び実施 

 

（工事計画） 



第11条 電気工作物の設置工事計画を立案するに当たっては，主任技術者の意見を求める

ものとする。 

２ 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するため，電気工作物の主要な修繕工事

及び改良工事（以下「保修工事」という）の計画を立案し管理者の承認を求めなければ

ならない。 

３ 前項の計画は本校の各課，各科との連絡を緊密にし，その意見を聴して行わなければ

ならない。 

 

（工事の実施） 

第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては，主任技術者の監督のもとにこれを

実施するものとする。 

２ 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には，常に責任の所在を明確に

し，完成した場合には主任技術者においてこれを検査し，保安上支障ないことを確認し

て引き取るものとする。 

 

第５章 保守 

 

（巡視・点検・測定） 

第13条 電気工作物の保安のための巡視・点検及び測定は別表第１に定める基準に従い，

主任技術者において管理者の承認を経て計画的に実施しなければならない。 

第14条 巡視・点検又は測定の結果，法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した

ときには，当該電気工作物を修理し，改造し，移設し又はその使用を一時停止し，若し

くは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。 

 

（事故の再発防止） 

第15条 事故その他異常が発生した場合には，必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因

を究明し，再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。 

 

第６章 運転又は操作 

 

（運転又は操作等） 

第16条 主任技術者は，平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器・開閉器その他の

機器の操作の順序・方法について定めておかなければならない。 

２ 前項の操作の順序及び方法については別に定め，受電室その他必要な機器の設置箇所

において見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

３ 主任技術者若しくは代務者又は職員は，事故その他異常が発生した場合には，あらか

じめ定められた事故の軽重の区分に従い，別図第１により迅速に報告若しくは連絡し，

又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。 

４ 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は，受電室その他見やすい場所に掲示

しておかなければならない。 

５ 受電用しゃ断器の操作に当たっては，北海道電力株式会社室蘭支店苫小牧営業所と必

要に応じて連絡するものとする。 



 

第７章 災害対策 

 

（防災体制） 

第17条 非常災害時その他の災害にそなえて，電気工作物の保安を確保するための連絡体

制は，別図第２のとおりとする。 

第18条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するため指揮監督は主

任技術者が行うものとする。 

２ 主任技術者は災害等の発生に伴い危険と認められる場合は，直ちに送電を停止するこ

とができるものとする。 

 

第８章 記録 

 

（記録） 

第19条 電気工作物の工事・維持及び運用に関する記録は次の各号に定めるところにより 

記録し，これを３年間保存しなければならない。 

一 保修工事記録 

二 巡視・点検・測定記録（日常巡視点検・定期精密点検） 

三 電気日誌（日常巡視点検・故障・軽事故を含む） 

四 電気事故記録（１故障・軽事故 ２重大事故報告書） 

２ 主要電気機器の保修記録は別表第２に定める設備台帳に記録し，必要な期間保存しな

ければならない。 

 

第９章 責任の分界 

 

（責任の分界点） 

第20条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は，自家用１号柱に設置した

柱上区分開閉器の電源側端子とする。資産管理上の責任分界点も同様とする。 

 

（需要設備の構内） 

第21条  本校の需要設備の構内図は別に示すとおりとする。 

 

第10章 雑則 

 

（危険の表示） 

第22条 主任技術者は，受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって，

危険のおそれのあるところには，人の注意を喚起するよう表示を設けなければならな

い。 

（測定器具類の整備） 

第23条 主任技術者は，電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し，これ

を適正に保管しなければならない。 

 



（設計図書類の整備） 

第24条 主任技術者は，電気工作物の新増設・改造等が行われた場合における設計図・仕

様書・取扱説明書等については，必要な期間整備保存しなければならない。 

 

（手続書類の整備） 

第25条 主任技術者は，関係官庁・電気事業者等に提出した書類及び図・その他主要文書

についてはその写しを必要な期間保存しなければならない。 

 

附 則 

この規程は，昭和40年10月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，昭和42年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，昭和61年９月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，平成９年11月18日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成11年３月29日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成21年４月１日から施行し，平成21年２月１日から適用する。 

 

 



 

別表第１（第 13 条第１項関係） 

巡  視  点  検  測  定  及  び  手  入  基  準 

          項 目 

対 象 

日 常 巡 視 点 検 手 入              定 期 巡 視 点 検 手 入              精 密 点 検 手 入              測 定              

№ 周期 点検箇所，ねらい № 周期 点検箇所，ねらい № 周期 点検箇所，ねらい № 周期 測 定 項 目 

 

 

 

 

受 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 

断路器 １ 

 

２ 

１か月 

 

１か月 

受と刃の接触，過熱

，変色，ゆるみ 

汚損，異物の付着 

１ 

 

２ 

 １  年 

 

１  年 

受と刃の接触，過熱 ゆ

るみ，荒れ具合 

フレ止め装置の機能 

   １ １  年 絶縁抵抗測定 

しゃ断機 

（Ｏ．Ｃ．Ｂ

） 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

１か月 

１ 

１ 

１か月 

１か月 

外観点検，汚損，油

洩れ，きれつ，過熱

，発錆損傷 

指示，点灯 

その他必要事項 

１ 

 

 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

 １  年 

 

 

１  年 

１  年 

１  年 

 

１  年 

各部の損傷，腐食，過熱

，油量，発錆，変形，ゆ

るみ 

操作具合，機構点検 

付属装置の状態 

油のよごれ，必要により

その特性調査 

接地線接続部の点検 

１ ３  年 しゃ断速度の測定開

極投入時間最小動作，

電圧及び電流 

１ 

２ 

３ 

４ 

１  年 

１  年 

２  年 

不定期 

絶縁抵抗の測定 

接地抵抗の測定 

絶縁油耐圧試験 

必要により動作特性 

母  線    １ 

 

 

２ 

 

 

３ 

 １  年 

 

 

１  年 

 

 

１  年 

母線の高さ，たるみ 他

物との離隔距離 

腐食，損傷，過熱 

接続部分，クランフ 類

の腐食，損傷，過 熱，

ゆるみ 

がいし類，支持物の腐食

，損傷，変形，ゆるみ 

      



受電用 

変圧器 

１ １か月 本体の外部点検，漏

油，汚損，振動，音

響，温度 

１ 

 

 

２ 

 １  年 

 

 

１  年 

各部の損傷，腐食，発錆

，ゆるみ，汚損，油量 

接地線接続部点検 

１ ５  年 

～ 

10  年 

内部について点検（コ

イル，接続部 リード

線鉄心，その他各部） 

１ 

２ 

３ 

１  年 

１  年 

２  年 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

絶縁油耐圧試験 

 

 

 

 

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 

計器用 

変成器 

１ １か月 外部の損傷，腐食，

発錆，変形，汚損，

温度，音響，ヒュー

ズの異常，その他必

要事項 

１ 

 

 

 

２ 

 １  年 

 

 

 

１  年 

各部の損傷，腐食，接触

，発錆，ゆるみ，変形，

きれつ，汚損，ヒューズ

の異常 

接地線接続部の点検 

   １ 

２ 

１  年 

１  年 

絶縁抵抗の測定 

接地抵抗の測定 

避雷器 １ １か月 外部の損傷，きれつ

，ゆるみ，汚損 

１ 

 

 

２ 

 １  年 

 

 

１  年 

外部の損傷，きれつ ゆ

るみ，汚損，コンパウン

ドの異常 

接地線接続部点検 

   １ 

２ 

１  年 

１  年 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

配電盤 １ 

 

２ 

１か月 

 

10か月 

計器の異常，表示灯

の異常 

操作，切換開閉器な

どの異常 

その他必要事項 

１ 

 

 

２ 

 １  年 

 

 

１  年 

裏面配線のじんあい汚

損，損傷，過熱，ゆるみ

，断線 

接地線接続部点検 

１ 

 

 

２ 

２  年 

 

 

２  年 

各部の損傷，過熱 ゆ

るみ，断線・接触・脱

落 

端子配線符号 

１ 

２ 

３ 

 

４ 

１  年 

１  年 

１  年 

 

２  年 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

保護継電器の動作特

性 

計器較正，シーケン

ス試験 

電力用 

コンデンサ

ー 

１ １か月 本体外部点検，漏油

，汚損，音響，振動 

１ １  年 各部の損傷，腐食    １ １  年 絶縁抵抗測定 

蓄電池             



配

 

電

 

設

 

備

（

屋

外

電 

断 路 器 

しゃ断器開

閉器類 

１ １か月 受電設備用と同じ １ 

 

 

２ 

６か月 

 

 

６か月 

停止しないで損傷，変形

，腐食，油量，発錆，ゆ

るみ，過熱 

その他必要事項 

受電設備用と同じ 

  受電設備用と同じ   受電設備用と同じ 

配電用 

変圧器 

        受電設備用と同じ   受電設備用と同じ 

電線及び支

持物 

１ 

 

 

２ 

１か月 

 

 

１か月 

電線の高さ及び他の

工作物，樹木との距

離 

標識，保護さくの状

況 

１ 

 

 

２ 

１  年 

 

 

１  年 

電柱，腕木，がいし 交

線，支柱などの損傷，腐

蝕 

電線取付状態等 

   １ １  年 絶縁抵抗測定 

線

路

を

含

む） 

ケーブル １ 

 

 

 

２ 

３ 

１か月 

 

 

 

ヘッド，接続箱，分

岐箱など接続部の過

熱，腐触及びコンパ

ウンド油洩れ布設部

の無断掘さく，標識

他物との離隔距離 

１ １  年 ケーブル腐蝕，きれつ，

損傷 

   １ １  年 絶縁抵抗測定 

負

 

 

 

 

 

荷

電 動 機 

その他の 

回転機 

１ 

 

 

 

２ 

１  日 

 

 

 

１か月 

運転者が音響，回転

，過熱，異臭，吸油

状況などについて注

意する。 

電流子刷子，集電環

点検 

１ 

２ 

 

 

３ 

４ 

３か月 

１  年 

 

 

１  年 

１  年 

音響，振動，温度 

各部の汚損，ゆるみ 損

傷，伝達装置の異状など

外部点検を行う。 

制御装置点検 

接地線接続部点検 

１ 

 

 

 

２ 

３  年 

 

 

 

３  年 

温度上昇等により内

部点検，分解，コイル

軸受通風付属装置な

どの手入 

温度上昇その他事項

を考慮し回転子引出

掃除 

１ 

２ 

１  年 

１  年 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 



 

 

 

 

 

設

 

 

 

 

 

備 

電熱乾燥装

置 

１ 

 

 

２ 

１  日 

 

 

１か月 

運転者が温度，変形

，損傷などについて

注意する。 

接続部，変色，過熱

熱線の腐食，取付点

検 

１ １  年 各部の変形，損傷，ゆる

み，可熱物との離隔状況 

   １ １  年 絶縁抵抗測定 

照明設備 １ １  日 異音，汚損，不点灯 １ １  年 照明効果，汚損，損傷

，音響，温度，コンパ

ウンド，洩れ 

   １ １  年 絶縁抵抗測定 

配 線 １ １か月 開閉器の点検，湿気

，じんあい等に注意 

１ １  年 開閉器，機具の接続    １ １  年 絶縁抵抗測定 

 



別表第２（第 19条第２項関係） 

設 備 台 帳                        

機    器    名 製    造    者 型         式 製  造  年  月 定  格  容  量 保    修    記    録 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする 



別図第１（第４条第２項，第１６条第３項関係）

管理者

（注）

保安業務に関する指揮命令系統を示す。

連絡系統を示す。
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別図第２（第17条関係）
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